
令和8年2月 子育て (4)広 報 か い づ か

　
児
童
手
当
な
ど
の
振
込

◆
児
童
手
当

　

２
月
期(

12
・
１
月
分)

を
、

２
月
13
日(

金)

に
振
込
み
ま
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

　

３
月
期(

１
・
２
月
分)

を
、

３
月
11
日(

水)

に
振
込
み
ま
す
。

問
合
せ
先　

子
ど
も
福
祉
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
２
１

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
で
き
る

ス
キ
ン
ケ
ア
・
ア
レ
ル

ギ
ー
講
座

　

小
児
科
医
師
の
話
や
、
具
体

的
な
ス
キ
ン
ケ
ア
の
方
法
に
つ

い
て
の
実
技
を
行
い
ま
す
。

　

希
望
者
は
、
小
児
科
医
師
の

個
別
相
談
も
で
き
ま
す
。

日
時　

３
月
12
日(

木)

午
前
10

時
～
11
時
30
分

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

２
階

対
象　

１
歳
未
満
の
子
ど
も
と

保
護
者

定
員　

10
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

２
月
９
日(

月)

午
前
９

時
～

申
込
・
問
合
せ
先　

子
ど
も

相
談
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
０
０
０

離
乳
食
講
習
会

　

保
育
士
に
よ
る
保
育
も
あ
り

ま
す
。

日
時　

３
月
13
日(

金)

午
後
１

時
30
分
～
３
時
30
分

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

３
階(

受
付
２
階)

対
象　

９
～
15
カ
月
頃
ま
で
の

子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

10
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

参
加
費　

２
０
０
円

申
込
・
問
合
せ
先　

子
ど
も

相
談
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
０
０
０

　
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
と
相
談

◆
お
ひ
さ
ま
２
月
誕
生
会

日
時　

２
月
16
日(

月)

午
前
10

時
～
11
時
30
分

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

申
込　

当
日
午
前
９
時
～
電
話

で◆
す
く
す
く
子
育
て
応
援
隊
ミ

ニ
講
座
「
子
ど
も
の
イ
ヤ
イ
ヤ

ど
う
し
た
ら
い
い
の
」

日
時　

２
月
25
日(

水)

午
前
11

時
20
分
～
11
時
40
分

講
師　

公
立
認
定
こ
ど
も
園
保

育
教
諭(

す
く
す
く
子
育
て
応

援
隊)

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

申
込　

当
日
午
前
９
時
～
電
話

で◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
で

♡
あ
か
ち
ゃ
ん
と
お
家
の
人
の

ハ
ッ
ピ
ー
タ
イ
ム
♡

日
時　

３
月
13
日(

金)

午
前
10

時
～
10
時
40
分

対
象　

１
～
６
カ
月
く
ら
い
ま

で
の
子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

７
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

３
月
４
日(

水)

午
後
１

時
～
電
話
で

◆
お
楽
し
み
会

日
時　

３
月
16
日(

月)

午
前
10

時
30
分
～
正
午

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

15
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

３
月
９
日(

月)

午
後
１

時
～
電
話
で

◆
保
健
師
に
よ
る
育
児
相
談

日
時　

２
月
19
日(

木)

午
前
10

時
～
11
時

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

10
組
程
度(

定
員
に
な

り
次
第
締
切)

子
育
て

詳しくは、ホームページでご確認いただくかお問合せください。参加費や費用などの記載のないものは無料です。

お
し
ら
せ

ひ
ろ
ば

申
込　

当
日
午
前
９
時
～
電
話

で◆
栄
養
士
に
よ
る
栄
養
相
談

日
時　

３
月
５
日(

木)

午
前
10

時
～
11
時

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

10
組
程
度(

定
員
に
な

り
次
第
締
切)

申
込　

当
日
午
前
９
時
～
電
話

で場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

市
立
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

(

三
ツ
松
２
２
２
９‐

２)

☎
０

７
２
・
４
６
８
・
８
２
２
４

ひ
だ
ま
り
の
つ
ど
い
や

講
座
に
参
加
し
よ
う
！

◆G
o
o
d
 
S
m
i
l
e
 
D
a
y

　

つ
ど
い
の
ひ
ろ
ば
の
土
曜
開

催
で
す
。
ぜ
ひ
パ
パ
も
遊
び
に

来
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
♪

日
時　

２
月
14
日(

土)

午
前
９

時
30
分
～
正
午

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

◆
お
や
こ
で
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
楽

し
も
う
♪

日
時　

３
月
６
日(

金)

午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

講
師　

高
橋
裕
野
様(

リ
ト

ミ
ッ
ク
講
師)

対
象　

未
就
園
の
２
～
３
歳
の

子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

10
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

２
月
20
日(

金)

午
前
10

時
～
窓
口
・
電
話
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま

り(

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎
２

階)

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
６
４

子
ど
も
の
権
利
に
つ
い
て

考
え
よ
う

日
時　

２
月
13
日(

金)

午
前
10

時
～
正
午

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

２
階
指
導
室
１
・
２

定
員　

15
人(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込
・
問
合
せ
先　

フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
０
５
０

つ
げ
さ
ん
広
場
の

イ
ベ
ン
ト

◆
マ
マ
と
赤
ち
ゃ
ん
の
ふ
れ
あ

い
タ
イ
ムwith

マ
タ
ニ
テ
ィ

日
時　

３
月
３
日(

火)

午
前
10

時
10
分
～
10
時
50
分

場
所　

つ
げ
さ
ん
広
場
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
ス
ペ
ー
ス
え
ー
る

講
師　

小
山
美
樹
様(

ベ
ビ
ー

マ
ッ
サ
ー
ジ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー)

対
象　

１
カ
月
健
診
後
～
６
カ

月
の
子
ど
も
と
保
護
者
・
マ
タ

ニ
テ
ィ
の
方

定
員　

５
組(

マ
タ
ニ
テ
ィ
を

除
く
初
め
て
の
方
を
優
先
し
、

定
員
に
な
り
次
第
締
切)

◆
出
張
つ
げ
さ
ん
広
場

　

つ
げ
さ
ん
広
場
が
「
出
張
」

し
ま
す
！
好
き
な
時
間
に
来
て
、

好
き
な
時
間
に
帰
っ
て
OK
で
す
。

日
時　

３
月
８
日(

日)

午
前
10

時
～
11
時
30
分(

申
込
不
要)

場
所　

窪
田
町

会
館(

窪
田
３

‐

６)

対
象　

子
ど
も

と
保
護
者

定
員　

３
組
程
度(

先
着
順)

問
合
せ
先　

つ
げ
さ
ん
広
場
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ペ
ー
ス
え
ー

る
☎
０
７
０
・
５
０
４
１
・
２

５
６
７(

平
日
午
前
10
時
～
午

後
３
時)

ナ
イ
ト
え
ー
る

　

子
育
て
中
の

方
を
対
象
に
し

た
オ
ン
ラ
イ
ン

座
談
会
で
す
。

申
込
は
不
要
で
す
。

日
時　

３
月
13
日(

金)

午
後
７

時
～
８
時

問
合
せ
先　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
え
ー

る
☎
０
７
０
・
５
５
４
３
・
５

６
９
７

子育て世帯に応援手当を支給します

対　象 支給額 申請 申請期限

・令和７年９月分(９月に出生し
た児童については10月分)の
児童手当を受給した方

・令和７年10月１日～８年３月
31日までに出生した児童の保
護者のうち生計を維持する程
度の高い方(所得の高い方)

児童一人当たり
２万円(１回限り)

不要 ー

必要

原則
３月31日(火)
(出生日によっ
 て異なる)

つげさん
手話コーナー

問合せ先　障害福祉課
　　　　　☎072－433－7012

みんな
右手のひらを下に向けて、
水平に回す

申請・問合せ先　子ども福祉課☎072－433－7021 詳しくはこちら

詳しくはこちら 場所

　物価高が長期化し、特に強く影響を受けている
子育て世帯に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

公務員以外
(２月上旬以降に
 順次案内を送付)

公務員
(所属庁から案内)

※令和７年10月１日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者は、
　本手当を受給できる可能性がありますので申請が必要です。

　市では、全ての子どもの育ちを応援し、全ての
子育て家庭に対する支援を強化する目的で「こど
も誰でも通園制度」を４月より開始します。
対象　６カ月～満３歳未満の未就園児(保護者の
就労状況は不問)
利用申請　３月２日(月)～
申請・問合せ先　子育て支援課☎072－433－7024

こども誰でも通園制度


